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「群馬県立桐生特別支援学校いじめ防止基本方針」  

 

１ いじめ防止等のための取組に関する基本的な考え方 

（１）本校では、児童生徒の心身の健全な発達を図り、児童生徒が安全に、安心して学

校生活を送ることができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。   

（２）本校教職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発

生を見逃さず、いじめを把握した際は、保護者、地域及び関係機関等と連携し、

速やかに、組織的に対応する。 

（３）いじめは、どの児童生徒にも起こりうるという認識を全職員で共有し、学校経営

・学級経営を行い、児童生徒が安心して学校生活を送れるようにする。朝の打ち

合わせや職員会議などで日頃の学部内の児童生徒の様子を知らせ合う、他学部の

児童生徒の様子の記録を回覧するなどして、学校全体で児童生徒の情報を共有で

きるようにする。 

（４）本校が目指す児童生徒像は、「明るく、仲良く、頑張りのきく、元気な子」であ

り、「いじめのない学校を作る」認識を全職員が共有して、日々の指導に当たる。

児童生徒が、「誰もが輝ける学校」を実感できるよう、児童生徒一人一人の実態

を見取り、ニーズに添った指導支援を行う。 

 

２ いじめ防止等のための組織 

   組織的かつ実効的な「いじめ防止委員会」を校務分掌に設置し位置付け、いじめ

の未然防止、早期発見及び早期対応等を図る。 

（１）組織の構成員等 

   【構成員】 

   ○委員長 校長 

   ○委 員 教頭、小・中学部主事、教務主任、生徒指導主事、生徒指導係、 

        養護教諭、該当学級担任、（必要に応じて相談支援部長） 

（２）活動の概要  

   ①「いじめ防止委員会」は児童生徒の実態を把握する定例会を持ち、いじめの防止策 

   の連絡、調整に当たる。いじめの兆候や発生が報告された場合には具体的な対策 

   を考え、協議したことを各学部会及び職員会議等にて全教職員へ速やかに周知さ 

   せる。 

   ②「いじめ防止委員会」は、保護者・児童生徒・地域に対しいじめ根絶宣言を行うと 

   ともに、「群馬県立桐生特別支援学校いじめ防止基本方針」について説明する。 

   ○児童生徒に対し全校集会の折に、児童生徒に「いじめは×」の講話を行い、啓発 

    に努める。 

   ○保護者に対し、ＰＴＡ総会で本校のいじめのとらえ方及びいじめ防止の取り組み

について話をする。 

     ○地域に対し学校評議員会等で、本校のいじめのとらえ方及びいじめ防止の取り組

み、危機管理等について説明する。 

  ③いじめ防止、法教育等の研修等を行い、教職員全員が人権感覚を養う。 
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   ④ホームページや学校だよりなどで、本校のいじめに対する取組を紹介する。 

 

３ いじめの防止等に関する措置 

（１）いじめの未然防止のための取組 

  ①授業改善に関する取組 

  ○発達段階や認知特性等の実態を正しくとらえ、個に応じた指導内容、指導方法を 

      選択する。 

   ○適切な課題、分かりやすい状況、できる状況を設定することにより、達成感を得

られるようにする。 

   ○生徒指導の３つの機能（自己存在感・自己有用感を与える、共感的人間関係を育

成する、自己決定の場を与える）を生かした授業づくりに取り組む。 

   ○教職員自らが人権感覚を高め、人権尊重の精神に基づいて指導・支援にあたる。 

  ②児童生徒の友人関係・集団づくり、社会性育成等を目的とした取組  

  ○まず、学級集団の中で落ち着いて学習したり、自分の役割を果たしたりできるよ

う支援する。そして、教科や行事の特性も考慮して、学年、学部、学校全体と徐

々に大きな集団に慣れたり、課題別に編制されたグループの中でも活動したりで

きるように支援する。 

   ○菱小学校や梅田南小学校との交流及び共同学習、居住地校交流、更生保護女性会

など、地域の方との交流を充実させる。 

  ③いじめに関する学習への取組 

      「自立活動」や「日常生活の指導」の時間において個に応じた人との適切な関わ

り方をイラストなどを用いて視覚的に指導する。また、日頃から「いやなこと」

や「不安なこと」を大人に伝えられるように指導する。 

（２）いじめの早期発見のための取組 

   ①毎日の保護者との連絡帳から、児童生徒の実態を把握する。 

  ○担任が毎日、学習の様子・友達関係・健康状態（食事や排泄等）、情緒の安定等

を、個別に記載し家庭に報告する。 

    ○保護者より家庭での生活の様子について記載してもらう。 

   ②教職員間で情報を共有する。 

  ○日常生活の中で児童生徒の観察に努め、児童生徒の変化に気づき、情報を確実に

共有する。 

③いじめの実態を把握する。 

  ○いじめとみられる事案が起きた場合には、担任は部主事、生徒指導主事に伝える

とともに「いじめ・問題行動データベース」への入力を行う。 

  ○学期毎にアンケート調査を行い、実態把握を図る。そのアンケートから、担任に

よるいじめの聞き取りが可能な児童生徒から直接話を聞く。 

   ④外部関連機関から情報を収集する。 

  ○放課後等デイサービス等の職員から、施設内での過ごし方や他者との関わり方等

の状況について、随時情報交換を行う。 
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※（１）（２）について、「いじめ防止委員会」や各学部会、家庭、放課後等デイサー

ビス等が有機的に関わり、児童生徒の実態把握や情報共有に努める。 

 

（３）いじめの早期解消のための取組 

   ①いじめを発見した教職員は「いじめ防止委員会」に速やかに報告する。 

  ②「いじめ防止委員会」を招集し、対策を協議し、全教職員に報告し共通理解を図り 

   指導支援に当たる。 

   ③事案によっては、福祉機関・医療機関等も含めたケース会議を開催し、広い視点か 

    ら問題解決について協議し、対策を講じる。 

④いじめを受けた児童生徒とその保護者に対する支援、いじめを行った児童生徒の指 

  導・助言を行う。 

  ⑤措置を行う際には、一方的、一面的な解釈で対応しないこと、プライバシーを守る 

    こと、迅速に保護者に連絡し、教育的配慮のもとでのケアや指導を行う。 

  ⑥事実関係により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。 

 (４）重大事態発生時の対応 

  ①いじめにより児童生徒の生命、心身または財産等に重大な被害が生じた疑いや、相 

    当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が 

   発生した場合は、速やかに教育委員会に報告する。 

  ②事態が発生した場合、「いじめ防止委員会」を中心に第三者を交えた調査委員会を 

   招集し、速やかに調査を行う。 

   

４ 関係機関との連携 

 （１）いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署 

     や児童相談所、地域団体等と相談をして対処する。 

 （２）いじめにより児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると 

     認められる場合は、直ちに所轄警察署や児童相談所等に通報し支援を求めるとと 

      もに、速やかに県教育委員会に報告する。 

 

５ 保護者との連携 

いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童生徒

とその保護者に対する支援やいじめを行った児童生徒の保護者に対する助言等を行 

う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続かつ適切に保護者に提供する。 

 

６ 評価の実施 

    いじめの防止のための対策については、取組内容を定期的に点検し改善に努める。 

第三者、専門家等の意見を聞きながら、客観的にいじめ防止等のための取組に対す

る評価を行い、随時改善に努める。 


